
 

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業マスコット 

とつか再開発くんの着ぐるみ使用に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業マスコットとつか再開  

発くんの着ぐるみ（以下「着ぐるみ」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要な

事項を定めるものとする。  

（着ぐるみの使用目的） 

第２条 着ぐるみは、戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業の広報及び戸塚駅周 

辺のまちづくりを推進するための啓発に使用するものとする。  

（使用承認の申請等） 

第３条 着ぐるみを使用しようとする者は、あらかじめ着ぐるみ使用承認申請書（様式第 

１号）を戸塚駅周辺開発事務所長（以下「管理者」という。）に提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、管理者が不要と認めるときは、この限りでない。  

（使用承認の基準） 

第４条 管理者は、前条の規定による使用承認の申請があった場合において、その内容が

第２条の着ぐるみの使用目的にふさわしいと認められるときは、使用を承認し、とつか

再開発くん着ぐるみ使用承認書（様式第２号）を交付するものとする。ただし、着ぐるみ

を正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるときは不承認とし、とつか再開発く

ん着ぐるみ使用不承認通知書（様式第３号）を交付するものとする。  

（使用上の遵守事項） 

第５条 着ぐるみを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 承認された用途にのみ使用し、管理者の指示する使用条件に従うこと。  

（２） 毀損又は汚損しないよう十分注意して使用すること。また、毀損又は汚損した場合

は、原状復旧を行うか、同等の仕様による着ぐるみを新規に作成し、引き渡すこ



と。 

（３） 周囲の環境に十分配慮すること。 

（４） キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。 

（使用の報告） 

第６条 申請者は使用終了後、速やかに管理者に着ぐるみを返却するとともに、着ぐるみ使 

用報告書（様式第５号）を提出すること。また、着ぐるみの使用に関した製作物を作成

する場合は、完成品を１部提出すること。ただし、管理者が不要と認めるときは、この

限りでない。  

（承認の取消） 

第７条 管理者は、着ぐるみの使用がこの要綱、又は、承認内容に違反していると認められ 

るときは、とつか再開発くん着ぐるみ使用承認取消書（様式第４号）を交付し、当該承

認を取り消すことができる。 

  ２  前項の規定による承認の取消に関し、使用者が損害を受けたとしても、管理者は

一切の責任を負わない。 

（使用料） 

第８条 着ぐるみの使用料については、無償とする。 

（責任の制限） 

第９条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害         

   に対しては、管理者は一切の責任を負わない。  

（補足） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの使用取扱いについて必要な事項は、管 

    理者が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年３月２３日 から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日 から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１１月１日 から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

とつか再開発くん着ぐるみ使用承認申請書 

平成  年  月  日

   戸塚駅周辺開発事務所長  

申請者 住所（所在地）

氏名（名称及び代表者名）, 

 

   とつか再開発くんの着ぐるみを次により使用したいので申請します。  

 

１ 使用の趣旨・目的 

 

２ 使用期間 

 

３ 連絡先（担当者、電話番号等） 

 

４ 添付書類 

（１）企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等） 

 

 

 



（様式第２号） 

                              都再開第     号 

                              平成   年   月   日 

とつか再開発くん着ぐるみ使用承認書 

                           

              様  

                         戸塚駅周辺開発事務所長  

 

 平成 年 月 日付けで申請のありましたとつか再開発くんの着ぐるみの使用に

ついては、次の条件を付して承認します。  

 

１ 承認内容は、とつか再開発くん着ぐるみ使用承認申請書のとおりとすること。 

２ 「着ぐるみ」の使用に際しては、とつか再開発くんの着ぐるみの使用に関する要

綱を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

とつか再開発くん着ぐるみ使用不承認通知書 

                                   都再開第     号 

                                   平成 年 月 日  

              様  

                             戸塚駅周辺開発事務所長 

  

 平成 年 月 日付けで申請のありましたとつか再開発くんの着ぐるみの使用に

ついては、次の理由により承認できません。  

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

とつか再開発くん着ぐるみ使用承認取消書 

                                  都再開第     号 

                                  平成 年 月 日  

               様 

                              戸塚駅周辺開発事務所長  

  平成 年 月 日都再開第     号で承認したとつか再開発くんの着ぐるみの

使用承認を、次の理由により取消します。  

（理由） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



（様式第５号）  

とつか再開発くん着ぐるみ報告書 

平成  年  月  日

   戸塚駅周辺開発事務所長  

使用者 住所（所在地）

氏名（名称及び代表者名）

 

   とつか再開発くんの着ぐるみを使用しましたので、次のとおり報告します。  

 

 

 

 

 

※着ぐるみの使用に関した製作物を作成する場合は、完成品を１部提出すること。

 


